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１ 事業推進に当たって 

   

昨年は、１月１日元旦に発生し、甚大な被害をもたらした「令和６年能登半

島地震」を始め、８月には、初の「南海トラフ地震臨時情報」が発表された日

向灘でマグニチュード７．１、宮崎県日南市で最大震度６弱を観測した地震、

また９月に石川県能登半島地方で発生し、被災地に再び大きな被害をもたらし

た記録的な大雨など、自然災害が猛威を振るった年でした。 

一方、国外では、１１月にアメリカ大統領選挙が実施され、トランプ元大統

領が２期目の当選を果たし、就任後は、今後の世界経済や各地域における戦争・

紛争に大きな影響を与える様々な政策を進めており、我が国への影響も懸念さ

せる中で、動向を注視していく必要があります。 

国内の経済に目を向けますと、エネルギー価格の高騰や円安などによる影響

を受け、物価の高騰が続いている中で、賃上げは物価上昇に追い付かず、市民

生活は依然として厳しい状況です。 

  そのような中にあって、我が国の少子高齢化は、２０２５年問題といわれた

年を現実として迎え、団塊の世代がすべて後期高齢者となる中で、高齢化率が

ピークを迎える２０５０年問題に向かい、国が進める「地域共生社会」の実現

は、喫緊の課題となっています。 

こうした状況を踏まえ、本年度は市と一体として策定した第４次新座市地域

福祉計画・新座市社会福祉協議会地域福祉活動計画の３年目の年で、同計画の

基本理念である「支え合い、つながり合い、安心があり、支え合いを支えるま

ち にいざ」の実現に向け、計画に掲げた事業を着実に進めてまいります。具

体的には、本年度から生活困窮者自立支援事業を市から受託し、昨年度受託し

た生活支援体制整備事業と合わせ、包括的な支援体制を強化するとともに、昨

年度に引き続き、地域福祉推進協議会と協議体との統合に向けた連携について

支援をしてまいります。 

また、本年度は、本会の今後の事業展開や組織基盤強化の具体的な方策を定

めた社会福祉法人新座市社会福祉協議会第１次中期経営計画の初年度に当たり

ます。同計画に掲げた３年後のあるべき姿を目指し、具体的取組を着実に実行

してまいります。 

  また、近年、自然災害が多発する中で、有事の際に本会が災害ボランティア

センターとしての機能を最大限発揮できるよう、本年度も災害ボランティアセ

ンター設置運営訓練を実施します。 

  社会情勢が変化する中、社会福祉協議会が担う役割も多様化しています。本

年度も新たに取り組むべき課題やニーズを的確に捉え、次に掲げる事業を重点

に地域福祉の推進と市民の皆様の福祉向上に取り組んでまいります。 
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２ 事業運営の重点事項 

 ⑴ 第１次中期経営計画の推進  

   本会の使命や経営理念、基本方針を明確にし、その実現に向けた組織体制、

事業展開、財務等に関する令和７年度から令和９年度までの３年間の具体的

取組を定めた第１次中期経営計画を推進します。 

 

⑵ 地域福祉活動の充実 

  第４次新座市地域福祉計画・新座市社会福祉協議会地域福祉活動計画に位

置付けた、地域福祉推進協議会（福進協）活動の支援、生活支援体制整備事

業の充実、福進協と第２層圏域協議体の連携強化及び統合に向けた検討の支

援、重層的支援体制整備事業に係る市との協議等、地域共生社会の実現に向

けた取組を推進します。 

  また、高齢者いきいき広場等の地域福祉活動の拠点の整備について市と協

議し、地域のネットワークの強化や地域福祉の窓口等の役割を担えるよう活

用方法を検討します。 

 

⑶ 生活困窮者自立支援事業の実施 

   生活困窮者自立支援事業を市から受託し、生活困窮者が抱える多様で複合

的な問題について、生活困窮者及び生活困窮者の家族その他の関係者からの

相談に応じ、必要な情報提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調

整を行い、生活困窮者に対する支援の種類及び内容等を記載した計画の作成、

生活困窮者に対する認定生活困窮者就労訓練事業の利用のあっせん等様々

な支援を包括的かつ計画的に行い、生活困窮者の自立の促進を図ります。 

 

⑷ ボランティア活動の推進  

   ボランティア活動に参加しやすい環境やボランティア活動のきっかけ作り

になるようボランティア養成講座を開催するとともに、引き続き新座市ボラ

ンティアまつりを開催し、広くボランティア活動の周知を図ります。 

また、若年層へのボランティア活動の普及啓発として、市内小・中学校な

どで実施する福祉体験学習の実施や夏休み期間中を主な活動期間とする彩

の国ボランティア体験プログラムを市内福祉施設やボランティアグループ

の協力を得て実施します。 

また、昨年度実施をした、地震などの自然災害を想定した災害ボランティ

アセンター設置運営訓練を、引き続き今年度も実施し、不測の事態に対応で

きる体制の強化を図ります。 

 

⑸ 社協支部活動の推進  

  「子ども食堂」、「会食ふれあい事業」への助成など、社協支部が実施する

事業の充実を図るための支援を引き続き行います。 
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また、支部未設置の町内会に対し、支部設立に向けた働きかけを継続的に

行います。 

  

⑹ 放課後児童保育室の管理運営  

本年度は、令和６年度から始まりました指定管理期間の２年目として、引

き続き、児童の健全育成、安心安全な保育を行ってまいります。 

また、本年度から嘱託職員の勤務体制を４週６休から週休２日に改め、職

員の労働環境の改善を図ります。 

     

⑺ 権利擁護事業の推進  

   成年後見制度の法人後見事業について、受任体制の整備を進めるとともに、

福祉サービス利用援助事業について、引き続き円滑なサービス提供に努め、

市民の権利擁護に努めます。 

 

⑻ 介護保険事業・障がい者福祉サービス事業の運営  

   介護保険法及び障害者総合支援法の趣旨を踏まえ、ホームヘルパー派遣事

業、居宅介護支援事業、介護予防・日常生活支援総合事業、移動支援等を実

施し、高齢者や障がいを持った方が、住み慣れた地域でいつまでも暮らして

いけるよう支援をしてまいります。 

  

⑼ 生活福祉資金貸付事業等の実施  

   低所得世帯や障がい者世帯又は高齢者世帯が安定した生活が送れるよう、

引き続き、担当民生委員、市の福祉事務所と連携し、本会法外援護資金貸付

事業等との調整を図りながら取り組んでまいります。 

   また、コロナ禍に実施された特例貸付の償還に関する業務を行ってまいり

ます。 

 

⑽ 彩の国あんしんセーフティネット事業の実施  

   生活困窮者に対し、実施施設と連携をしながら相談支援、経済的支援等の

自立支援を行います。 

  

⑾ 東部第一高齢者相談センター（地域包括支援センター）の運営  

   東部第一高齢者相談センターの管理運営を市から受託し、同地域における

包括的支援事業、介護予防支援事業等、各事業の機能を引き続き担ってまい

ります。 

  

⑿ 新座市福祉フェスティバルの開催  

   新座市福祉フェスティバルを本年度も引き続き実施し、福祉に対する関心

を醸成します。  
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３ 事業計画 

 ⑴ 法人運営事業 

   支出予算額                   （単位：千円 ％） 

７年度予算 ６年度予算 増減額 増減率 

１８３，６６９ １７８，５７６ ５，０９３ ２．９ 

   理事会、評議員会等を開催し、本会の法人運営に係る基本的な事項を定め

るとともに、社協支部活動として実施している会食ふれあい事業及び子ども

食堂事業の充実を図ります。また、新座市福祉フェスティバルを本年度も引

き続き実施し、福祉に対する関心を醸成します。さらに、地域通貨券（アト

ム通貨）を利用した地域支え合いボランティア事業を実施し、支援が必要な

高齢者や障がい者のちょっとした困りごとを地域で解消するとともに、彩の

国あんしんセーフネット事業を実施し、生活困窮者の相談支援、経済的支援

を行います。また、会員会費や寄付金の収入増額を目的とした施策を検討し

実施します。 

   予算の増減は、サービス区分変更に伴う社協だより発行費の増額（2,720 千

円）、他事業から繰り入れし積立する積立資産支出の増額（5,158 千円）、サ

ービス区分変更等に伴う職員人件費の減額（2,763 千円）です。 

◎ 主要な施策 

⑴ 理事会等の開催   

⑵ 社協会員の増強 

⑶ 会食ふれあい事業の実施 

⑷ 子ども食堂事業の実施 

⑸ 新座市福祉フェスティバルの開催 

⑹ 地域支え合いボランティア事業の実施 

⑺ 彩の国あんしんセーフティネット事業の実施 

 

 ⑵ ボランティアセンター事業  

   支出予算額                   （単位：千円 ％） 

７年度予算 ６年度予算 増減額 増減率 

５，５５７ ２，７９５ ２，７６２ ９８．８ 

ボランティア活動の推進及び支援拠点であるボランティアセンターが実

施する事業として、ボランティアセンターだよりを発行し、積極的に情報を

発信します。また、ボランティアセンターに登録されている団体等の活動支

援を行うとともに、新座市ボランティアまつりを開催し、活動の周知を図り

ます。 

さらに、福祉教育、社会福祉協力校の指定を通じて、子どものうちから社

会福祉への関心と理解を広げます。 

増額の要因は、ボランティアセンター事業として支出する人件費の増額
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（3,109 千円）です。 

◎ 主要な施策 

⑴ ボランティア養成講座の実施 

⑵ ボランティア活動への支援 

⑶ ボランティアまつりの開催 

⑷ 福祉教育の推進 

   ⑸ 社会福祉協力校の指定 

   ⑹ 災害ボランティアセンター設置運営訓練の実施 

  

 ⑶ 共同募金配分金事業  

   支出予算額                   （単位：千円 ％） 

７年度予算 ６年度予算 増減額 増減率 

１６，４０７ ２０，１２３ △３，７１６ △１８．５ 

赤い羽根共同募金及び地域歳末たすけあい募金の配分金を活用して、様々

な福祉活動や地域ふれあい交流事業の助成を行います。 

   減額の要因は、サービス区分変更に伴う社協だより発行費の減額（2,598 千

円）です。 

◎ 主要な施策 

⑴ 赤い羽根共同募金配分事業費の配分 

⑵ 地域歳末たすけあい募金配分事業費の配分 

 

 ⑷ 福祉サービス利用援助事業（あんしんサポートねっと） 

支出予算額                   （単位：千円 ％） 

７年度予算 ６年度予算 増減額 増減率 

２，１５３ １，９６０ １９３ ９．８ 

 認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者の方などに対し、福祉サービ

スの利用手続の援助や日常的金銭管理を行い、地域で自立した生活を支援す

るとともに、生活支援員定例会を開催し、支援員どおしの情報共有や交流を

図ります。 

◎ 主要な施策 

⑴ あんしんサポートねっとの実施 

 

 ⑸ 生活福祉資金貸付事業  

支出予算額                   （単位：千円 ％） 

７年度予算 ６年度予算 増減額 増減率 

２，３７０ ２，２８５ ８５ ３．７ 

 低所得者世帯や障がい者世帯又は高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な

相談支援を行い、経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社
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会参加の促進を図ります。 

◎ 主要な施策 

⑴ 生活福祉資金貸付事業の実施 

⑵ 特例貸付の償還に関する業務の実施 

 

 ⑹ 低所得者生活資金貸付等事業 

支出予算額                   （単位：千円 ％） 

７年度予算 ６年度予算 増減額 増減率 

３，１１７ ２，４２７ ６９０ ２８．４ 

 法的に所得保障のない生活困難又は不慮の事態等となった世帯に対し、資

金の貸付を行い、生活の安定と自立更生を図ります。 

 増額の要因は、令和６年度実績を基に算出したことによる貸付金支出及び

償還金収入の増額（690 千円）です。 

◎ 主要な施策 

⑴ 法外援護資金貸付事業の実施 

   ⑵ 彩の国あんしんセーフティネット事業の実施 

   ⑶ 生活困窮者に対する食糧支援の実施 

 

 ⑺ 放課後児童保育室事業  

支出予算額                   （単位：千円 ％） 

７年度予算 ６年度予算 増減額 増減率 

３８２，９９９ ３８７，８６９ △４，８７０ △１．３ 

 保護者の就労等により家庭が常時留守となっている児童の保育を行い、児

童の健全育成を図ります。令和７年度は、常勤職員の勤務体制を４週６休か

ら週休２日に改善します。 

 減額の要因は、非常勤職員の活用に伴う人件費の減額（5,664 千円）です。 

◎ 主要な施策 

⑴ 放課後児童保育室の管理運営 

 

 ⑻ 子育てホームヘルプ事業  

支出予算額                   （単位：千円 ％） 

７年度予算 ６年度予算 増減額 増減率 

３８５ ４８５ △１００ △２０．６ 

 出産直後で家事援助が必要な家庭に対し、子育て支援ホームヘルパーを派

遣し、炊事、買物、清掃、洗濯等の家事援助を行います。 

 減額の要因は、子育て支援の受託数が減少する見通しであることに伴う受

託金の減額（100 千円）です。 

◎ 主要な施策 
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⑴ 子育て支援ホームヘルパーの派遣 

 

 ⑼ 訪問介護事業 

支出予算額                   （単位：千円 ％） 

７年度予算 ６年度予算 増減額 増減率 

３４，４６０ ３４，８５７ △３９７ △１．１ 

 介護保険制度に基づく訪問介護事業として、ホームヘルパーを派遣し、炊

事、買物、清掃、洗濯等の生活支援及び食事、入浴、排せつ等の身体介護を

行います。 

 減額の要因は、令和６年度実績を基に算出したことによる介護報酬収入の

減額（1,042 千円）です。 

◎ 主要な施策 

⑴ 訪問介護計画書の作成 

⑵ ホームヘルパー（介護保険）の派遣 

⑶ モニタリングの実施 

 

 ⑽ 障がい福祉サービス事業 

支出予算額                   （単位：千円 ％） 

７年度予算 ６年度予算 増減額 増減率 

３６，６８９ ３７，６１２ △９２３ △２．５ 

 障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービス事業として、移動支援のた 

めのガイドヘルパー及び日常生活を支援するための自立支援ホームヘルパ

ーを派遣し、炊事、買物、清掃、洗濯等の身体介護を行います。 

減額の要因は、令和６年度実績を基に算出したことによる非常勤職員人件

費の減額（1,342 千円）です。 

◎ 主要な施策 

⑴ 訪問介護計画書の作成 

⑵ ガイドヘルパー（移動支援）の派遣 

⑶ 自立支援ホームヘルパーの派遣 

 

 ⑾ 地域福祉活動計画事業  

支出予算額                   （単位：千円 ％） 

７年度予算 ６年度予算 増減額 増減率 

７，４３０ ８，３３６ △９０６ △１０．９ 

 令和５年度から令和９年度までを期間とする第４次新座市地域福祉計画・

新座市社会福祉協議会地域福祉活動計画を推進するため、市内６地区に組織

されている地域福祉推進協議会の活動を支援します。 

   予算の増減は、地域福祉推進協議会助成金の増額（900 千円）、嘱託職員 1
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名分の職員人件費の減額（700 千円）、西部地区の地区活動計画策定支援業務

委託料の減額（666 千円）です。 

◎ 主要な施策 

  ⑴ ６地区の地域福祉推進協議会地区活動推進の支援 

    （東部第一・東部第二・西部・南部・北部第一・北部第二） 

  

 ⑿ 特定相談支援事業 

支出予算額                   （単位：千円 ％） 

７年度予算 ６年度予算 増減額 増減率 

６，３８８ ６，４７４ △８６ △１．３ 

 障がい者（児）が福祉サービス等を利用する際に、サービス等利用計画の

作成及びサービス利用中のモニタリングを行います。 

◎ 主要な施策 

⑴ サービス等利用計画の作成及びサービス利用調整 

⑵ モニタリングの実施 

 

 ⒀ 生活支援体制整備事業  

支出予算額                   （単位：千円 ％） 

７年度予算 ６年度予算 増減額 増減率 

５７，４６９ ６１，０３７ △３，５６８ △５．８ 

 地域福祉６圏域にそれぞれ生活支援コーディネーターを配置し、各圏域に

組織している協議体を開催し、生活支援体制の整備を図ります。 

 予算の増減は、職員９名分の人件費の増額（2,376 千円）、令和６年度新規

事業により諸経費が増額となっていた分の減額（6,187 千円）です。 

◎ 主要な施策 

⑴ 生活支援体制整備事業の推進 

⑵ 協議体の開催 

 

⒁ 居宅介護支援事業 

支出予算額                   （単位：千円 ％） 

７年度予算 ６年度予算 増減額 増減率 

３４，５０５ ２９，７６８ ４，７３７ １５．９ 

 介護保険法に基づく居宅介護支援事業として、居宅サービス計画（ケアプ

ラン）を作成し、要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らし

が続けられるよう、医療機関、地域住民、関係団体等と連携して支援を行い

ます。 

 増額の要因は、令和６年度欠員であった嘱託職員 1 名を増員することに伴

う居宅介護支援介護料収入の増額（4,737 千円）です。 
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◎ 主要な施策 

⑴ ケアプランの作成及びサービス利用調整 

⑵ モニタリングの実施 

 

 ⒂ 地域包括支援センター（指定介護予防支援事業所） 

支出予算額                   （単位：千円 ％） 

７年度予算 ６年度予算 増減額 増減率 

４９，６９８ ４８，４１４ １，２８４ ２．７ 

平成１９年度から、市から受託している東部第一地区の地域包括支援セン

ターの管理運営業務について、引き続き、同地区における介護予防・日常生

活支援総合事業、一般介護予防事業、包括的支援事業等の機能を担います。 

また、併設の指定介護予防支援事業所では、介護保険制度の要支援者に対

して介護予防サービス計画を作成し、計画に基づくサービス提供が確保され

るようサービス事業者等との連絡調整を行います。  

増額の要因は、職員７名分の人件費の増額（1,132 千円）です。 

◎ 主要な施策 

⑴ 介護予防・日常生活支援総合事業の実施 

⑵ 包括的支援事業の実施 

   

 ⒃ 法人後見事業 

支出予算額                   （単位：千円 ％） 

７年度予算 ６年度予算 増減額 増減率 

５，０９３ ３，５６５ １，５２８ ４２．９ 

 成年後見制度の法人後見事業について、更なる受任体制の整備を図り、社

会福祉協議会の公共性や地域福祉の経験を活かした法人後見事業が行える

環境を整えます。 

 増額の要因は、資格取得に伴う嘱託職員 1 名分の人件費の増額（1,515 千

円）です。 

◎ 主要な施策 

 ⑴ 更なる法人後見事業の受任体制の整備 
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⒄ いきいき広場管理事業  

支出予算額                   （単位：千円 ％） 

７年度予算 ６年度予算 増減額 増減率 

１４，１２８ １１，９１１ ２，２１７ １８．６ 

 いきいき広場の管理を市から受託し、市内５か所のいきいき広場を地域の

拠点として活用します。いきいき広場には生活支援コーディネーターを配置

します。 

増額の要因は、最低賃金の引上げ等に伴う業務委託費の増額（995 千円）、

新たな自動車のリースに伴う賃借料の増額（561 千円）、インターネット回線

の使用に伴う通信運搬費の増額（305 千円）です。 

◎ 主要な施策 

 ⑴ いきいき広場の管理 

 ⑵ 地域の拠点としての活用 

    

⒅ 生活困窮者自立支援事業  

支出予算額                   （単位：千円 ％） 

７年度予算 ６年度予算 増減額 増減率 

２２，２３４ ０ ２２，２３４  

 生活困窮者自立支援事業を市から受託し、生活困窮者が抱える多様な問題

について、生活困窮者等からの相談に応じ、必要な情報提供及び助言を行う

とともに、様々な支援を包括的かつ計画的に行い、生活困窮者の自立の促進

を図ります。 

令和７年度から新たに公益事業区分に加わった事業です。 

◎ 主要な施策 

 ⑴ 自立相談支援の実施 

 ⑵ 住居確保給付金の支給 

 ⑶ 就労準備支援事業の実施 

 ⑷ 家計相談支援事業の実施 
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